
県税県税県税県税にににに関関関関するするするする申告申告申告申告・・・・納付等納付等納付等納付等のののの期限期限期限期限のののの指定指定指定指定についてについてについてについて

東日本大震災の発生に伴い、平成２３年３月１１日以後に申告や納付などの

期限が到来する県税については、平成２３年３月２５日付け福島県公告第５６

号において、県内４７市町村については、平成２３年８月９日付け福島県公告

第１４３号により、平成２３年９月３０日を延長期限の期日としました。

今般、下記記載の地域に掲げる市町村の地域の納税者の方につきましては、

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに到来到来到来到来するするするする県税県税県税県税のののの

申告申告申告申告・・・・納付等納付等納付等納付等のののの期限期限期限期限がががが、、、、

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１１１１月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（火火火火）））） となります。

なおなおなおなお、、、、特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収にににに係係係係るものでそのるものでそのるものでそのるものでその期限期限期限期限がががが平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日からからからから同年同年同年同年１２１２１２１２

月月月月３０３０３０３０日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに到来到来到来到来するものにあってはするものにあってはするものにあってはするものにあっては、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１１１１月月月月４４４４日日日日（（（（水水水水））））となとなとなとな

りますりますりますります。。。。

地域地域地域地域（（（（１２１２１２１２市町村市町村市町村市町村））））

田村市田村市田村市田村市、、、、南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市、、、、川俣町川俣町川俣町川俣町、、、、広野町広野町広野町広野町、、、、楢葉町楢葉町楢葉町楢葉町、、、、富岡町富岡町富岡町富岡町、、、、川内村川内村川内村川内村、、、、

大熊町大熊町大熊町大熊町、、、、双葉町双葉町双葉町双葉町、、、、浪江町浪江町浪江町浪江町、、、、葛尾村葛尾村葛尾村葛尾村、、、、飯舘村飯舘村飯舘村飯舘村

※（この地域に本店を有する法人に係る法人県民税及び法人事業税に係

る期日を除く）

※「国税に関する申告・納付等の期限」については、国税庁ＨＰをご覧いただくか、最寄

りの税務署にご相談ください。
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平成 23 年 12 月 2 日 福島県公告第 232 号


